
くらし安全・消費生活課 

令和４年度当初予算額 152,606 千円 　　　〔国補62,550　繰入金2,347　諸収入2,586　県債2,000　一般財源83,123〕

（ 令和３年度当初予算額 172,421 千円 ）

R４予算額 R３予算額 増減

（千円） （千円） （千円）

小計（ 127,397 147,120 -19,723 ）

小計（ 2,375 2,428 -53 ）

小計（ 22,834 22,873 -39 ）

防
犯
対
策

346

0

安全安心な自転車利用推進事業

1 商品・サービスの安全・安心の確保

(4) 貸金業における事業者指導

 Ⅳ 県民の意見が反映された消費者行政の推進

(1) 消費者教育・啓発の推進

2 消費者教育・啓発に係る体制、人材育成（消費者大学の開催）

1 消費者教育・啓発の推進（長野県版エシカル消費の推進）

(3) 割賦販売における事業者指導

0

29,613

2,820

2,754

5,544

 Ⅲ　交通事故相談所の運営

長野本所、松本支所、飯田支所

 Ⅱ 交通安全啓発活動

0

2 自主防犯ボランティアの育成・活動支援

1 働き盛り世代による特殊詐欺撲滅プロジェクト

 Ⅰ　交通安全運動の推進

 Ⅲ　自主防犯活動の活性化 342

 Ⅳ　犯罪のおきにくい環境づくり

長野県高齢ドライバー運転事故防止関連対策事業

1,600 Ⅳ　安全安心な自転車利用推進事業

0

2 市町村相談体制の充実・強化

１ 公共空間における犯罪のおきにくい環境づくり

 Ⅱ　安全安心なまちづくりのための関係機関・団体との協働

 Ⅰ　防犯意識向上のための広報啓発

13,43913,252
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(1) 食品の安全・安心の確保

(2) 消費者事故情報等の収集及び提供

2 物価の安定と情報提供

消
費
生
活
の
安
定
と
向
上

92,210

1 県消費生活センターの機能強化

1 適正な商取引の確保

(1) 悪質事業者に対する厳正な指導、処分

(2) 不適切な表示に対する立入検査、指導

4 多重債務者対策の強化

1 季別の交通安全運動等における広報啓発

(2) 学校等における消費者教育の推進

(3) 地域・職域等における消費者教育の推進

3 特殊詐欺被害防止対策の推進

交
通
安
全
対
策

1 交通安全運動推進本部・地方部の運営

2 交通安全功労者等の表彰

1,522

916

2,082

分野

 Ⅰ 県民の安全・安心な消費生活の確保

1 自主防犯ボランティア活動に関する情報発信

2 地域別重点啓発事業

3 交通安全関係団体の支援

安全安心なまちづくりのための関係機関・団体との連絡、調整

2 若年者の特殊詐欺加担防止

(2) 市町村相談窓口への技術的支援

(1) 市町村相談体制の整備

 Ⅴ 相談体制の充実・強化

1 透明性の確保

(1) 消費生活審議会・消費者教育推進地域協議会の運営

(2) 消費者施策等の公表

2 県民意見の施策への反映及び消費者団体との協働

3 地域の活性化・持続可能な社会の実現

令 和 ４ 年 度 施 策 体 系

 Ⅱ 商品・サービスの適切な選択機会の確保と事業者への指導

 Ⅲ あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成

4,967

基　本　方　針　・　施　策

1,652

2,033

1

1,778

1,037

0

4

-15,450

845

-5,122

-49

0

-4

0

577

-130

-187

-178

-121

0

2,750

45,063

1,975

97,332

0

 Ⅴ　長野県高齢ドライバー運転事故防止関連対策事業
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第２次長野県消費生活基本計画における消費者行政事業概要 

 

Ⅰ  県民の安全・安心な消費生活の確保 

【0千円】（Ｒ３：0千円） 

 

１ 商品・サービスの安全・安心の確保         （単位：千円 ※下段（ ）は国庫支出金） 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

(1) 食品の安全・安心の確保 

不適切な表示に対

する事業者指導 

国及び県表示担当課（食品表示法、景品表示法、健康増

進法等）が情報の共有、連携を図りながら、業界団体を含

めた食品関連事業者への適正表示の周知と監視指導を行

う。 

－ － 

(2) 消費者事故情報等の収集及び提供 

消費生活庁内連絡

員の配置 

消費生活に関連する業務を所管する部局に消費生活庁内

連絡員を配置し、県民の生命・身体に危害が及ぶおそれの

ある製品事故等の情報を収集する。 

－ － 

リコール情報・重

大事故情報等の収

集・提供 

ＰＩＯ－ＮＥＴ(全国消費生活情報ネットワーク・システ

ム)などからの情報を通じて、リコール情報、注意喚起情報

及び重大事故情報等を広く収集し、県公式ホームページな

ど各種媒体を通じて速やかな提供、周知を図る。 

－ － 

消費生活用製品の

立入検査・指導 

消費生活用製品安全法に基づき、販売事業者への立入検

査・指導を実施する。 
－ － 

製品テストの実施 

県民の生命・身体に危害が及ぶおそれのある製品事故

は、消費者庁へ報告するとともに、必要に応じて国民生活

センター等の専門機関を通じ必要に応じて製品テストを実

施する。 

－ － 

 

２ 物価の安定と情報提供 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

生活関連物資等の

監視、調査及び公

表 

生活関連物資等の価格の動向と需給の状況等を監視し、

必要に応じて消費生活条例に基づき価格、需給動向を調査

し、結果を公表する。 

－ － 

関係団体との情報

交換と県民への情

報提供 

必要に応じて事業者団体と情報交換、情報収集を行な

い、県民に対し生活関連物資等の価格の動向等に関する情

報を提供する。 

－ － 

 

３ 地域の活性化・持続可能な社会の実現 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

長野県立大学、事

業者団体・生協等

との連携 

長野県立大学学生と連携して長野県版エシカル消費に取

り組む事業者マップを作成・更新する。 

また、事業者団体や生協等と連携して、長野県版エシカ

ル消費の啓発を進めるとともに、その供給体制の整備につ

いて要請する。 

－ － 

Ｒ４ 当初予算額 129,430千円（うち一財 62,968千円） 

Ｒ３ 当初予算額 149,202千円（うち一財 63,088千円） 
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Ⅱ 商品・サービスの適切な選択機会の確保と事業者への指導 

【2,754千円（雑入：6 一財：2,748）】（Ｒ３：2,750千円） 

 

１ 適正な商取引の確保 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

(1) 悪質事業者に対する厳正な指導、処分 

徹底した事業者指

導と行政処分 

ＰＩＯ－ＮＥＴを活用し、被害状況の傾向・分析を行

い、県内での悪質な事案は、国や他の自治体と情報共有、

連携し、徹底した事業者指導・行政処分を行う。 

108 188 

注意喚起情報の発

信及び警察との連

携強化 

消費生活センターへの苦情相談等から、詐欺的な勧誘の

情報を直ちに県民に提供、注意喚起を行うとともに、被害

防止に向けた対策を警察との連携を強化して取り組む。 

－ － 

事業者指導・処分

のための専門職員

の配置 

専門職員を配置し、研修等による能力向上を図り、効果

的な事業者指導・処分を行う。 
2,646 2,562 

(2) 不適切な表示に対する立入検査、指導 

不適切な表示に対

する事業者指導

（再掲） 

国及び県表示担当課（食品表示法、景品表示法、健康増

進法等）が情報の共有、連携を図りながら、業界団体を含

めた食品関連事業者への適正表示の周知と監視指導を行

う。 

－ － 

家電製品の販売に

係る適正表示調査 

家電販売団体等と協働し、家電販売の適正表示調査を行

う。 
－ － 

家庭用品の立入検

査・指導 

家庭用品品質表示法に基づき、販売事業者への立入検

査・指導を実施する。 
－ － 

(3) 割賦販売における事業者指導 

事業者からの報告

徴収・立入検査の

実施 

冠婚葬祭互助会や友の会から財産状況や業務運営に関す
る事項等の報告を徴収し、定期的な立入検査を実施する。 
また、いわゆる個別クレジット販売において、県民に被

害が発生した場合には、報告を求めるとともに、立入検査
を実施する。 

－ － 

(4) 貸金業における事業者指導 

ヤミ金融業者対策

の徹底 

いわゆるヤミ金融業者に関する情報及び相談窓口を開設

し、警察への通報及び監督上の処分を徹底する。 
－ － 

 

Ⅲ あらゆる人への消費者教育・啓発等の充実と人材育成 

【31,646千円（国庫支出金：24,001 基金繰入金：2,095 雑入：1,500 一財：4,050）】（Ｒ３：47,145千円） 

 

１ 消費者教育・啓発の推進 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

(1) 消費者教育・啓発の推進 

消費者教育推進地

域協議会の開催 

消費者教育を体系的、総合的かつ実践的に推進するた

め、消費者教育推進地域協議会を開催し、より効果的に推

進するための方策を協議・検討する。 

－ － 

消費者団体等との

協働 

効果的な消費者教育の推進について、消費者団体等とも協

働して、推進方策を検討する。 
－ － 

消費生活相談窓口

の周知 

消費者ホットライン「１８８」や、県・市町村の相談窓口

の役割の周知を行い、相談の掘り起こしを積極的に行う。 
－ － 
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消費生活情報の発

信・啓発 

県公式ホームページ、メールマガジンにおける注意喚起

情報や広報誌等を通じて、消費者被害情報及び対策につい

て、県民一人ひとりに対し、確実に、正確に、迅速に情報

を提供します。また、出前講座や各種講座を開催し、啓発

に取り組む。 

1,498 
9,749 

（8,030） 

若年者に対する消

費者被害情報の発

信 

各種媒体を活用し、若者を狙った消費者被害の実態、防止

策等を啓発、発信する。 

特に、成年年齢引下げの影響を受ける 18・19歳の若年者

及びインターネットを利用し始める児童生徒に対する啓

発・情報発信に取り組む。 

11,352 

（10,979） 

12,361 

（11,988） 

高齢者に対する消

費者被害情報の発

信 

関係する機関と連携して、高齢者を狙った悪質商法の被

害防止のため、消費者被害防止対策推進会議を開催し、啓

発資料の配布や各種媒体を活用した情報発信を行う。 

238 
4,817 

（4,579） 

外国人・障がい者

等への啓発 

外国人や障がい者等の方に対し、どのような方法が適切

か、当事者・関係者や関係部局を交えて検討する。 
－ － 

消費者大学事業に

よる啓発 

一般県民、消費者教育の中核的人材及び国家資格取得希

望者を対象とした、各段階に応じた学びの場を提供するた

め、消費者大学事業を実施し、消費者問題や長野県版エシ

カル消費等について啓発を推進する。 

9,479 

（8,064） 

11,137 

（9,237） 

長野県版エシカル

消費に係る啓発 

長野県版エシカル消費に関する講座を開設し、丁寧に、

具体的に啓発することにより、エシカル消費の考え方の普

及を図るとともに、関係部局においても、長野県版エシカ

ル消費をキーワードとして施策の推進・啓発に取り組む。 

また、事業者に対しても、消費者の志向を把握し、人・

健康・地域・社会・環境に配慮した生産活動に関する啓発

に取り組む。 

4,190 

（2,095） 

3,901 

（1,950） 

 (2) 学校等における消費者教育の実施 

ア 小学校、中学校、高等学校、特別支援学校 

学校における外部

人材の活用 

学校において、県の実施する出前講座や地域で活動する

消費者団体等の人材を活用して、消費者教育を推進する。

また、希望する学校に対し専門講師を派遣し、消費者教育

の必要性や授業の進め方などの研修、模擬授業の実施など

を行う。 

1,280 

（830） 

1,251 

（801） 

イ 大学、専修学校等 

消費者教育推進の

要請 

大学の学生等を対象とした出前講座を実施する。 

また、大学等の設置者に対し、消費者教育の実施及び消

費者に配慮できる職業人としての教育の拡充を求める。 

－ － 

大学等における消

費者教育の推進 

大学等における消費者教育の推進のため、出前講座等の開

催について広報するとともに、学生の参加を促進する。 
－ － 

 (3) 地域・職域等における消費者教育の推進 

出前講座等の開催 

地域における消費者教育推進のため、公民館活動等とも

連携しながら、出前講座等を積極的に開催する。特に、子

育て世代に向けた出前講座の開催に努める。 

94 94 
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地域における消費

者教育の環境整備 

地域における消費者教育の推進のため、担い手である人

材の育成や市町村への取組強化の要請を行う。 

また、インターネットを活用し、講座内容等のデータを

提供する。 

697 757 

学校、地域、消費

者団体と協働した

消費者教育の取組 

児童・生徒や高齢者等がそれぞれ抱える消費者問題を共

有化し地域力を向上するため、学校、地域、消費者団体が

連携・協働した学習会などを検討する。 

－ － 

消費者団体等の活

動支援 

地域で活動する消費者団体等が開催する消費生活に関す

る講座及び啓発活動などを支援し、連携して地域における

消費者教育を推進する。 

－ － 

職域における消費

者教育の推進 

職域における消費者教育の推進のため、経済団体等への

要請のほか、出前講座及び消費生活に関する講座等の開催

について広報するとともに、事業者、従事者の参加を促進

する。 

－ － 

 

２ 消費者教育・啓発に係る体制、人材育成 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

消費者教育の拠点

整備 

消費生活センターを消費者教育の普及啓発及び人材育成

等の拠点として強化する。 

また、市町村と連携し、消費者教育を生涯学習の一環と

して推進するための場として、公民館の場の活用を検討す

る。 

－ － 

高齢者等見守り

ネットワークを

通じた啓発 

自治会、民生委員・児童委員、ボランティア団体及び市町

村社会福祉協議会等との協働により高齢者等見守りネット

ワーク構築を支援し、高齢者等の被害防止活動を進める。 

－ － 

消費生活サポー

ターの育成及び

活用 

地域や職域において情報提供を行い、消費者教育・啓発を

担う消費生活サポーターの登録を消費者大学事業の実施に

より進める。また、市町村とともに消費生活サポーターの育

成・活用を検討する。 

554 765 

 

消費者大学事業

による人材育成

（再掲） 

一般県民や消費生活サポーターを対象に、消費者大学事業

を実施し、地域・職域において消費者教育・啓発講座の講師

ができる中核的人材の育成や、消費生活相談員等の国家資格

取得を支援する。 

6,735 

（5,320） 

8,346 

（6,446） 

 

３ 特殊詐欺被害防止対策の推進 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

消費者被害防止対

策推進会議の開催 

関係機関・団体と連携・協働し、特殊詐欺や悪質商法の

消費者被害の未然防止を図るため、啓発活動の推進等につ

いて協議を行う。 

－ － 

働き盛り世代に

よる特殊詐欺撲

滅プロジェクト

の実施 

講座参加者に対し特殊詐欺の現状や手口の説明後、参加者

の携帯電話を利用して自分の親等に電話をかける訓練型の

講座を実施するほか、特殊詐欺被害防止活動に協力いただけ

る企業・団体を「特殊詐欺撲滅協力隊」として認証する。 

812 

（812） 

817 

（817） 

関係機関・団体と

連携した啓発 

特殊詐欺の手口の変化に応じて迅速に対応するため、その

態様に関連した金融機関やコンビニエンスストア等と連携

して啓発を行う。 

－ － 
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若年者等に対す

る特殊詐欺に関

する啓発の実施 

若年者や教員、保護者等を対象とした、特殊詐欺に関する

研修会に専門講師を派遣し、若年者の特殊詐欺被害防止及び

加担防止を図る。 

1,221 

（1,221） 

1,265 

（1,265） 

 

４ 多重債務者対策の推進 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

多重債務者対策協

議会の運営 

関係機関・団体と連携、協働し、多重債務者の生活再建

や被害の未然防止策についての現状認識、今後の事業展開

への情報交換及び協議を行う。 

－ － 

多重債務無料相

談会の開催 

多重債務問題改善プログラムに沿った多重債務相談を行

うとともに、多重債務者の状況に応じた債務整理の方法を助

言するため、弁護士会及び司法書士会と協働した無料相談会

を開催する。 

－ － 

金融経済教育の強

化 

教育委員会及び金融広報委員会等と連携し、多重債務に関

する知識の普及啓発及び金融金銭教育を積極的に推進する。 
231 231 

 

Ⅳ 県民の意見が反映された消費者行政の推進 

【2,820千円（国庫支出金：1,500 一財：1,320）】（Ｒ３：1,975千円） 

 

１ 透明性の確保 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

(1) 消費生活審議会・消費者教育推進地域協議会の運営 

消費生活審議会等

の運営 

県消費生活行政の重要事項の審議のため、消費生活審議会

等を設置・運営する。 

また、施策全般の執行状況について、消費生活審議会等

に報告し評価を受けるとともに、審議過程の意見等につい

て施策への反映を図る。 

1,320 475 

(2) 消費者施策等の公表 

施策等の公表 

消費生活行政全般にわたる透明性を確保するため、施策

や消費生活審議会における審議状況等をホームページ等で

公表する。 

－ － 

 

２ 県民意見の施策への反映及び消費者団体等との協働 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

県民意見の受付窓

口 

「県民ホットライン」や県消費生活情報のホームページ

に掲載されたメールアドレスに寄せられた意見等を参考に

施策への反映を図る。 

－ － 

消費者団体等と協

働した取組 

消費者団体等との意見交換会を開催し、意見・要望の施

策への反映を図るとともに、施策の推進にあたっては、消

費生活に関する講座や市町村との懇談会を共催する等、協

働して取り組む。 

－ － 

消費者団体等の活

動支援（再掲） 

地域で活動する消費者団体等が開催する消費生活に関す

る講座及び啓発活動などを支援し、連携して地域における

消費者教育を推進する。 

－ － 
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適格消費者団体の

設立支援 

消費者被害の未然防止・拡大防止のため、適格消費者団
体の設立を支援することにより、消費者問題への対応力向
上を図る。 

1,500 

(1,500) 

1,500 

(1,500) 

 

Ⅴ 相談体制の充実・強化 

【92,210千円（国庫支出金：37,049 雑入：311 一財：54,850）】（Ｒ３：97,332千円） 

 

１ 県消費生活センターの機能強化 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

消費生活相談員に

よる相談・あっせ

んの実施 

県消費生活センターに消費生活相談員を配置し、県民か

らの相談・苦情の受け付けやあっせんを実施するととも

に、市町村消費生活相談窓口の支援を行う。 

53,479   53,822   

相談員の相談技術

の向上（再掲） 

相談技術の向上及び専門性の確保を図るため、国や国民

生活センター等の研修に参加する。 

1,335 

(1,335) 

1,335 

(1,335) 

消費者問題法律ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰの選任 

専門的な法律知識を必要とする相談・あっせんに対応す

るため、弁護士等の消費者問題法律ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰを選任する。 
960 960 

消費者被害救済委

員会の設置・運営 

被害の多発、消費者利益が著しく侵害される紛争につい

て、知事の付託に応じて、あっせん・調停を行うため、消

費者被害救済委員会を設置・運営する。 

80 79 

弁護士会との協働 
弁護士会との協働による懇談会を開催し、直近の相談動

向や対処方法等について、課題の共有を図る。 
－ － 

消費生活相談窓口

の周知及び情報発

信機能の強化 

県・市町村の相談窓口の役割及び消費者ホットライン

「１８８」の周知を行うほか、事故情報や被害情報だけで

なく、消費生活に関する幅広い情報を多様なメディアを利

用して併せて発信します。 

－ － 

外国人・障がい者

等からの相談対応 

外国人・障がい者等から相談があった際に円滑に対応す

るため、窓口体制整備を進める。 
－ － 

自殺対策の推進 

相談者の自殺防止のため、消費生活センターに啓発資料

を配置するほか、消費生活相談員に対し、ゲートキーパー

研修を受講するよう勧奨する。 

－ － 

 

２ 市町村相談体制の充実・強化 

施  策 事  業  内  容 Ｒ４ Ｒ３ 

(1) 市町村相談体制の整備 

市町村消費生活セ

ンター設置促進 

市町村における消費生活センターの設置を促進するた
め、広域連携により設置された消費生活センターの課題等
について分析し、市町村への情報提供等により、単独設置
が困難な町村の広域連携による設置を支援する。 

－ － 

市町村相談窓口機

能強化への支援 

市町村相談窓口への啓発資料の提供のほか、消費生活相

談員の配置や啓発事業などを支援する。 

31,531 

（31,531） 

36,605 

（36,605） 

 (2) 市町村相談窓口への技術的支援 

相談員等の技術的

支援 

相談員等の相談技術向上のための研修会を開催する。 

県に市町村消費者行政推進支援員を配置し、相談業務に

対する助言を行う。 

6,160 

(5,518) 

5,866 

(5,573) 

相談員の確保対策 

（再掲） 

相談員を確保するため、国家資格の取得支援講座の実施

や人材バンクを運営する。 

2,744 

（2,744） 

2,791 

（2,791） 

 


